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衆
議
院
議
員
鈴
木
敦
君
提
出
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
通
信
に
関
す
る
無
線
局
運
用
規
則
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
御
指
摘
の
「
自
局
内
通
信
」
及
び
「
自
局
間
通
信
」
を
認
め
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
の
お
尋
ね
で
あ
れ
ば
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
無
線
局
の
免
許
の
申
請
は
、
・
・
・
送
信
設
備
の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
・

・
・
船
舶
局
、
遭
難
自
動
通
報
局
・
・
・
、
航
空
機
局
、
無
線
航
行
移
動
局
、
人
工
衛
星
局
、
船
舶
地
球
局
及
び
航
空
機
地

球
局
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
送
信
装
置
と
す
る
。
）
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
と
し
て
い
る
一
方
、
電
波

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

局
は
、
当
該
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
免
許
を
受
け
た
者
と
当
該
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
操
作
す
る
者
と
が
一
体
と
な
っ
た

無
線
局
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
二
条
第
九
項
に
お
い
て
「
移
動
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
・
・
・
ア
マ

チ
ュ
ア
局
・
・
・
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
二
以
上
の
送
信
装
置
を
含
め
て
単
一
の
無
線
局
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
自
局
内
通
信
」
及
び
「
自
局
間
通
信
」
は
、
電
波
の
監
督
管
理
に
お
い



 

２ 

 

て
、
電
波
の
発
射
源
の
把
握
や
電
波
の
適
正
な
利
用
の
確
保
の
観
点
か
ら
支
障
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
認
め
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。 


